
長期欠席・不登校対策検討委員会（ケース会議）の進め方



　長期欠席・不登校（以下「長欠・不登校」という。）への対応は一律ではなく、

子どもの状態によって変えていく必要があるため、具体的な目標や対応を

考えるときには、児童生徒が現在どのような状態にあるかを評価します。
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　長欠・不登校対策においては、担任がその中心的な役割を担うことになりますが、学校の組織的対応を

推進し、担任の取組への支援を行う上で、不登校対策担当者の位置付けを明確にし、その役割を確認します。

また、SCや SSWなどの専門性を理解し、児童生徒の状況に応じて、適切に連携していくことが大切です。

※いじめが原因の重大事態については、

　「いじめ防止対策推進法」に基づいた

　対応が必要です。

長期欠席・不登校対策検討委員会（ケース会議）の進め方３

　長欠・不登校対策に関する会議には、担任を中心とする支援チーム会議と、学校全体で個別の支援策

の検討や修正を行う長期欠席・不登校対策検討委員会（以下「ケース会議」という。）があります。

情報を基にした対象児童生徒の「見立て」、客観的指標の導入、これまでの対応と今後の支援策

の検討、明確な役割分担（誰が、いつ、どのように）を行います。
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　心因性の不登校の児童生徒への対応は、慎重さが求められることもありますが、様々な可能性を視野に

入れて、欠席３日目までの初期対応は必ず行い、児童生徒の状況を的確に把握して、一人一人に合った

対応方針を決定します。

●病気欠席の連絡を受けたら、病状や医療機関の受診状況、その日の過ごし方を尋ね

　るなどして、児童生徒の様子を把握することが大切です。



　長欠・不登校児童生徒に働きかけをする場合、保護者との面談が大変重要になりますが、「子ども

が学校に行かず、保護者も悩んでいる」ことも踏まえ、保護者との信頼関係の構築を図ります。

時間軸を基にこれまでの経過をまとめたり、家族関係を図式化したりしながら整理します。



●保護者対応は、担任が中心となって行います。

●必要に応じて関係者で、支援チーム会議やケース会議を持ち、支援の方針を検討します。

　短期間での改善が困難な状況にある場合でも、児童生徒一人一人の「今、できること」を大切にし、

状態に応じて対応の見直しを行いながら、学校復帰、社会的自立に向けた支援を継続します。

●十分な睡眠時間や食事の確保など、生活

　の安定を最優先とします。

●SSW等を活用し、医療や福祉などの専門

　機関との連携を図ります。

　長欠・不登校傾向の児童生徒に対して「別室」を

利用した指導支援を行います。児童生徒にとって、

別室指導には2つの意味があります。

一時避難としての「別室指導」
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　長欠・不登校の要因・背景を探り、タイプに応じた支援者（専門家等）や協力を得る関係機関との

連携を検討します。



   長欠・不登校の未然防止等のために、学校が組織として

「校種間連携」に取り組みます。
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